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朝日二丁目自治会 ２０２２年度定期総会議案書

小野学区をつくる
小野学区まちづくり協議会

自治連 ６自治会

向こう三軒両隣 ひとが繋がるまちづくり

向こう三軒両隣 助け合うまちづくり

住みよい環境を目指すまちづくり

文化的生活を推進するまちづくり

安心安全なまちづくり

犯罪被害に遭わないまちづくり

災害に強いまちづくり

交通事故ゼロを目指すまちづくり

学び ふれあい 支え合う 元気なまちづくり

スポーツ・文化活動を通してふれあいあるまちづくり

青少年の健全育成を目指すまちづくり

世代を超えた交流と生涯学習のまちづくり

朝日２丁目自治会

この議案書は朝日２丁目自治会ＨＰ≪https://www.onoasahi2.com/≫でも見られます
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２０２１年度 班長(専門委員)・役員名簿

班 なまえ 住所 役 職

13 内田 成康 会 長

６ 徳岡 厚 事 務 局 長 (副会長)

１１ 靏池 明良 事 務 局 員 (会 計)

１ 境 のぶ子 福祉
(班)

２ 山岡 由美 安全(防災・交通安全)
庶務

３ 菊池 順子 安全(防犯・防災) ・(４)山田 和子
・(12)髙田 和子

４ 山田 和子 庶務
福祉委員

５ 島本みゆき 安全(防犯・交通安全) ・(１)境 のぶ子
・(11)大橋加代子

６ 藤川 具樹 安全(防犯・交通安全) ○(１5)佐藤 文江

７ 河内 宏充 環境 体育委員 ○ 体協理事

８ 新井 洋子 体育 ・(８)新井 洋子
○(９)奥山

９ 奥山 有也 体育・理事 ○(13)佐竹真由美
・(16)野上 友子

１０ 田中 亨子 環境
安全委員

１１ 大橋加代子 福祉 ・(２)山岡 由美
・(３)菊池 順子

１２ 髙田 和子 庶務 ・(５)島本 泰正
○(６)藤川 具樹

１３ 佐竹真由美 体育・理事
環境委員

１４ 平野 恵子 環境 ○(７)河内 宏充
・(10)田中 亨子

１５ 佐藤 文江 福祉 ・(14)平野 恵子

１６ 野上 友子 体育

役職または名称 氏 名 住 所 班 備 考

会計監査 井上 洋一 11 ２０１９ 年度 会計
会計監査

渡邊 尚美 8

他の委員など 子ども安全リーダー 堀内 裕司 16

渡邊 尚美 8
民生委員・児童委員

靏池 明良 9

防災士 小林 修 6

いきいきサロン 会 長 山田 利治 1

庶 務 井上 洋一 11

会 計 渡邊 尚美 8

子ども会 会 長 新開 佳奈 9

庶 務 奥山 陽子 ７

会 計 小林 宣子 11

育成協議会役員 廣部 洋子 3

1年間ご苦労様でした。今後ともよろしくお願いします。
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２０２１年度活動報告

２０２１年度活動方針

小野小学校や支所に関する課題に取り組みます。

１. 防災・防火の組織や設備を計画的に充実させます。

・消火器の更新や防災備品の充実を図ります。

・防犯の一助として防犯灯の増設を図ります。

・災害時における自助・共助のシステムづくりを図ります。

２. 住民の交流をすすめます。

・楽しい「夏祭り」をめざします。

・楽しい「体育祭」をめざします。

・楽しい「敬老の日のつどい」をめざします。

・住民の集会所利用の促進をめざします。

３. 環境の保全、美化と緑化に努めます。

・「美しくしよう会」の活動を促進します。

・ペット飼育のマナー向上を促進します。

４. その他

・コミュニティセンターの取り組みを推進する。

・高齢化に伴う自治会活動における対策を推進します。

・自治会加入促進に取り組みます。

・住みよい地域を目指してマナー向上の啓発をすすめます。

・苦情問題の速やかな対応策を講じます。

・住民の要望を行政や諸団体に通じ、実現に努めます。

・住民情報紙(広報)「つどい」を通して町内の情況を知らせます。

・北部４学区、小野学区自治連合会、小野学区社会福祉協議会など関係団体との連携

を図ります。

・2022年３月27日(日) 第12回「小野朝日里山公園(仮称)植樹祭」を実施します。

・その他

つづく自粛の中で……
長いトンネルをもうじき抜けるかも知れま

せん。そうあって欲しいものです。

１年間を振り返ると多くの行事を中止、縮

小しましたし、沈滞のよどみは拭えません。

それをよそに身近な現実はというと、堅田を
．．

中心に大津市北部が、そしてこのまちも次第

に変わろうとしています。自治会・自治連合

会もじっとしていることが許されない１年で

した。
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[１] 活動内容（専門委員の報告との重複を極力避けて簡略化し、かつ省略をしています。）

１）定例役員会(班長会) 毎月第３土曜日開催 但し２月はなし

２）定期総会 (2021/３/27 と 2022/３/26)

３）大津市及び自治会関係団体との協力
事務局会議(第１土曜)

小野学区自治連合会定例会(第２土曜 会長・事務局長）

小野学区まちづくり協議会設立準備会(第４土曜 会長・事務局長）

関係団体の総会、講演会や研修会などへの参加

４）主な活動内容

３月 第11回小野朝日里山公園植樹祭実施（2021/３/28）

４月 各班の会員調査・自治会費徴収

行政へ役員構成並びに任務分担表など各種報告

５月 小野神社お田植え祭

夏祭り実施に向けての取り組み 中止

ベルマーク回収に協力

６月 (農林水産課などによる朝日残地森林などの除草)

大津市へ要望書作成取り組み

７月 7/19 夏祭り(夏を吹き飛ばそう/抽選会)の準備と実施

８月 8/9 夏祭り(夏を吹き飛ばそう/抽選会)の実施(２回目)

敬老のつどい対象者調査

９月 「敬老の日のつどい」実施(9/6) お祝い(赤飯)の配布のみ

一括募金実施

10月 (道路管理課による除草)

自治会次期会長選挙公示

11月 小野神社しとぎ祭(11/２)

小野妹子まつり時代行列(11/３) 中止

小野学区社会福祉協議会の協力金徴収

小野・真野北学区自主防犯の啓発活動に協力（集会は中止 パレードのみ）

歳末助け合い運動の実施

11/20 新年度自治会長選挙

12月 住宅地図(関西地図協会)配布

消防局消防団年末特別警戒

１月 新役員、班長・専門委員選出

２月 防災研修会（２/20） 中止

３月 植樹祭用苗木購入

定期総会（3/27 書面決議）

第12回小野朝日里山公園植樹祭実施（3/27）

その他
消防団結成に向けての活動

食用廃油回収（毎月第１土曜） ２０２２年度より廃止

生ゴミ リサイクル事業（志賀日映）への協力 ２０２２年度より廃止が決定

比良ゴルフ倶楽部との話し合いと落葉対策の年次的実施（４月）

毎月２回 回覧物配布物

［２］ 各専門部の活動と事業

【事務局】

会長・事務局
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・各種会議への出席 ・役員会のレジメを作成 ・広報｢つどい｣や号外の作成・印刷

・夏祭り・「敬老の日のつどい」の広報ビラ作成 ・会長選挙文書などの書類の作成

・班長連絡網の作成 ・事務用品の在庫確認及び購入 ・総会資料作成

・コピー機の管理・修理の手配(トナー交換等) ・各種募金の集計と納付

会計 ・自治会費の徴収(自治会の現金や預金の出納管理と記帳)

・２０２１年度会計決算書の作成(一般会計、特別会計、残高証明)

【体育】

・主な活動内容

・小野学区体協定例理事会に出席 (毎月第2日曜日午後8時より)

・６/20他 ヨガ教室 実施

・11/４ スリースマイルゴルフ 実施

・11/26 親睦ゴルフ大会 実施

・１/16 「小野ウォークラリー」の実施 他

・ソフトボール大会/区民体育祭 中止

【庶務】

・自治会員数の把握・各班別軒数の確認

・定例班長会の事前準備

・大津市広報、広報｢つどい｣等の配布

回覧物の小分けと各班長宅への配布(月２回程度) 緊急配布物の各班長宅配布

・総会用資料の冊子作り(班長の協力)

【環境】

・集会所内外の清掃・整理 毎月１回

・大津市民一斉清掃 準備・後始末

・各種備品消耗品の点検・補充

【安全（防災・防火・防犯）】

・小野小学校通学路見守り・声掛け

４月より毎月２回(１日、１５日)

・春の交通安全週間 4/8

・秋の交通安全週間 中止

・「みんなでつくろう安心の街」小野学区･真野北合同防犯キャンペーン 中止

・小野学区自主防災会 防災研修会 （10/７） コロナのため縮小 ３名参加

・朝日２丁目防災研修会 （２/20） コロナ自粛で 中止

【福祉】

・毎月第4日曜日「いきいきサロン」参加・手伝い

４/18 お花見大会 (10時ごろから小雨寒気のため集会所で) 参加者40名

６/27 ７/25 10/25 11/29

12/20 クリスマス会 参加者42名

（コロナのため中止：5月、８月、９月、１月）

・敬老の日のつどい 赤飯の配布 （９/５）

・大津市人権・生涯学習推進協議会

・「人権シネマの夕べ」小野公民館（11/13）

１/22 第18回男女共同参画をすすめる市民フォーラム 中止

・小野学区社会福祉協議会

５月 「福祉委員研修会（認知症サポーター）」 ８月 夏休み宿題支援

11月 「赤い羽根」募金 12月 歳末助け合い募金
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12月 凧あげ大会 １月 書き初め大会 など

中止 体力測定・子ども料理教室・ふれあいサロンバス・

夏休み思い出づくり(バス)・長寿を祝うつどい・健康いきいき祭・ など

・小野学区青少年育成学区民会議

11月 「家族ふれ愛フェスタ・比良山麓こども会議」 中止(各学校にて表彰式実施)

【夏祭り】

・感染症拡大のため抽選会を行う(２回)。

【敬老の日のつどい】

・感染症拡大のためイベントは中止。お祝いの赤飯配布のみ行う。

【体育祭】

・感染症拡大のため中止。

［３］募金・協力金のとりまとめ

一括募金 133,124円 （手数料）

・日本赤十字募金 37,427円 （152円を含む）

・緑の募金 22,783円 （152円を含む）

・赤い羽根共同募金 29,439円 （152円を含む）

・「あおぞら」募金 13,311円

・自治会緑化募金 30,164円

高齢化が進む中です。問題はありますが、募金総額の大幅な減少を覚悟しつつ、班長の

仕事量を少しでも軽くすることを企図して実施しました。募金額の総額比較は３分の２

の額減額に止まりました。

歳末助け合い募金 46,930円

小野学区安心安全事業基金 141,138円

小野学区社会福祉協議会協力金 133,235円

今後も日本赤十字募金、緑の募金、赤い羽根共同募金、「あおぞら」募金を
「一括募金」とする予定です。ご理解ご協力のほどお願いします。

［４］ ボランティア部「美しくしよう会」 地域美化・環境保全の助け合い事業

・ 定例活動日は第４日曜日を原則としている。

・ 除草は随時。参加自由。

・ 自治会保険加入。

・ 花壇管理(集会所及び22番地朝日残地森林)は随時。

３月28日 第11回 小野朝日里山公園植樹祭

曇天～小雨つづく２時間。

樹木整理とミカン苗木10株植樹。参加者８名

４月25日 快晴。ゴルフ場近く、花壇整備と種芋植え付けの耕作準備。参加者10名。

手より口が働く70代。口も動けば手も動く……立派な畝ができました。

５月16日 小雨の中、２時間。イモの植え付け。参加者９名

５月23日 集会所南のまんだら山裾を除草。北の花壇周辺整備とスイセンの球根採種保管。

参加者８名

６月20日 市民一斉清掃(27日)を控えてゴルフ場隣接の三角空地を除草。参加者８名。

６月24日 一斉清掃を控えて、幹線道路で雑草の繁茂がひどい個所を除草。有志若干名。

７月25日 猛暑の中、参加者９名。

集会所南のまんだら山裾、通称小野朝日里山公園（のわらびの里）、除草。

９月19日 快晴。芋掘り。残念ながら不作。子どもとお母さんたちを含めて参加者20名余。
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10月24日 快晴。草刈りとクサギの伐採(繁茂が激しく2時間半の長帳場となった）、花壇の整

備。参加者20名

11月28日 晴天。まんだら山裾、通称小野朝日里山公園（のわらびの里）、除草。法面に階段

を増設。参加者７名。

12月20日 雨天中止

１月20日 降雪中止

２月28日 曇天。まんだら山裾、集会所南の法面を除草伐採整備。参加者８名。

３月27日 第12回 植樹祭（予定）

◎ 緑地公園から出た雑木等については緑地協会の協力を得て処分。

◎ 残地森林から出た雑木等については自治会として可能なものだけ処分。

◎ 残地森林の整備については、自治会員でない８班のＯ氏の多大な尽力貢献が大きい。

◎ Ｏ氏の報告(11番地の11地先に危険木あり) その旨を農林水産課へ連絡。

二日後、関電が伐採した。

◎ Ｏ氏の報告(24番地の10地先に危険木あり) その旨を農林水産課へ連絡。

回答：私有地につき対応できない。

◎ 日映志賀の協力を得る。

自治会や「未来会議」などの協議を得て、町を美しく、また曼荼羅山裾の将来像を描きます。

遊歩道は１3年前に比べて遙かに明るく安全な箇所になり、散策を楽しめる里山の雰囲気を醸すよ

うになりました。

近年はマムシを見たという話を聞かない。ムカデの出没は大激減。

ウグイス、メジロ、コゲラ、シジュウガラ、エナガ、モズ、カケス、ジョウビタキ、ホトトギ

ス、ムクドリ、アオジ、ホオジロ、ハクセキレイ、ヤマガラ……野鳥がいろいろとやって来ます。

鳥が好む樹木の植樹も考えています。

だれもが日常的に共有できる楽しい地域を目指します。

Ｏ氏の尽力はかけがえがなく、感謝のほかない。

［５］集会所の活用

集会所の有効活用を呼びかけています。少人数でもいい、より多くの会員のみなさんが友達と

誘い合って趣味に教養に軽スポーツに利用していただき、日々の生活に潤いや活力をもたらして

もらえればありがたいです。

今年度もコロナ禍のため再自粛を繰り返しました。集会所の活用は少し低調でしたが、新年度

もオミクロン株などに細心の注意を払いながら活動したいと考えています。

これまで以上に一層のご利用をお願いします。

＊自主管理制 ＊使用料 無料 (営利を伴うときは別)

＊他自治会の方が加わっておられても 可

ミニサロン (定例：第１・３月曜日) １３：００～ 囲碁手芸など

布草履をつくりません ３月からミニサロンに移動しました

ぶらっとサロン (定例：ほぼ毎週火曜日) １３：３０～ 麻雀など

卓球しよう (定例：第２・３・４水曜日) １３：３０～ 卓球

囲碁入門講座 (定例：第２日曜日) １３：３０～ 初心者大歓迎

絵手紙 定例：第２・４木曜日 ９：３０～

絵手紙 卓球しよう 囲碁入門講座通信



- 9 -

［６］野良猫対策

野良猫は他の５自治会でも異常に繁殖しています。

広報「つどい」で主に大津市動物愛護センターのチラシやレリーフを利用して「座敷ねこ」キャ

ンペーンを繰り返しました。今年で４年になるでしょう。野良猫対策は無策のままでした。

朝日一丁目では地域ネコの取り組みを始めて１年を経過します。

「安心安全事業基金」

2017/７/10 「安心安全事業基金」設置(小野学区自治連合会)

「小野学区安心安全事業基金」規約

第１条（目的）

安心安全なまちづくりと住民のよりよい生活環境の維持向上を促進する。

第２条（事業）

目的のために次の事業を行う。

①防火防災に係る事業

②防犯に係る事業

③交通安全に係る事業

④ゴミ問題をはじめ美化・景観などの環境に係る事業

⑤目的を推進するためのその他の事業

第３条（原資）

事業の原資は次の方法に拠る。

①自治会による戸別募金、または自治会一括拠金

なお、自治会未加入者へも協力依頼することとする

②街頭募金

③寄付金や協賛金

防災用備蓄物資 (2021年度 第一期計画５年目 目標達成後は毎年更新)

非常用トイレ・テント 非常用飲料水 非常用非常食
(車椅子対応) (2Ｌボトル) (ご飯・雑炊)

災害発生時、１００人が３日間の避難生活に対応できる防災用物資を備蓄します。

小野学区が保有している防災非常用備蓄物資一覧 (2022.2.28現在)

品 名 公的備蓄 安心安全事業 目 標 備 考

飲料水(５年保存) １６８本 0.5Lボトル

飲料水(５年保存) ３５０本 ４５０本 ４５０本 2Lボトル
ご飯(５年保存) ３００食 五目ご飯

ご飯(５年保存) ２５０食 ５００食 ５００食 ワカメ・青菜・梅雑魚・田舎・ドライカレーご飯

お粥・雑炊(５年保存) ０ ２５０食 ２００食 梅・シーフード・醤油だし・チゲ・塩昆布雑炊

クラッカー ４２０食

毛布 ２７９枚

大人用オムツ ２８８枚

こども用オムツ ２７０枚

生理用品 １０４枚

簡易トイレ ５基

簡易トイレ処理袋 ２５０袋

仮設トイレ貯蔵型 ２基

非常用トイレ(特大) ０ １０基 １０基 W2,600 D1,850 H2,070 車椅子対応

マスク ２９０枚

ハンドソープ ６個 ２５０mL

アルコール消毒液 ２個 １L

除菌シート ５セット １セット５０枚入り
非接触式体温計 ２個
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ペーパータオル ２０パック １パック２００枚

タオル ６セット １セット１２枚入り

足踏み式ゴミ箱 ２個

ゴミ袋 ７０枚 ７０Ｌ

テント ２０梁

使い捨て手袋 ２００枚

フェイスシールド ２５個
感染防護用ポンショ ２５着
大津市の「公的備蓄」は小野支所と小野小学校に備蓄しているものです。

自主防災会・社会福祉協議会が備蓄する災害用物資

使い捨て食器 ０ ５セット １１セット １セット１００食分

パーテーション ０ ４０セット ７２セット

医療用テント ０ １梁

リヤカー ０ １台

パーテーション ０ ４０セット ７２セット

小野学区自主防災会及び６自治会が保有する膨大な防災資機材の一覧が小野学区自治連合会ＨＰにあります。

福祉防犯カメラの設置 (２０１９年度 第一期計画 １１基設置完了)

カメラの設置場所は議案書最終頁に付表として添付しています。幸い故障もなく稼働中。

青パト車(共用車)購入のについて

今年の「安心安全事業基金」募金は、事故で青パト車を廃車せざるを得なかったのを受けて

青パト車(共用車)購入のための協力を依頼しました。パトロールの走行に対する批判もあっ

たが募金も多くいただき、60万円余りを確保できました。自主防犯推進協議会はパトロール

の安全確保のために自戒を込めて管理２規定を制定し、現在は資金を有効に生かすように購

入の時期と車種を検討しています。住民の批判と期待に感謝する１年でありました。

防犯・防災

2021/５/15 青パト巡回中に事故(廃車)

午後２時半頃、青パト巡回中、湖青２丁目 20-2 地先付近の幹線街路樹と交通標識に衝突、人

的被害はなかったが青パト車が大破。廃車の判断をしました。

2021/６/21 小学生通学路合同点検(8か所)

2021/６/ 学区・自治会防災資機材調査

2021/８/２ 佐野歯科前十字交差点移動工事

駐車場出入口が横断歩道と重なっており、危険回避のため８年の長きにわたって交渉してきま

したが北警察署の決断で横断歩道を移動させることによってやっと一歩前進をみました。

2021/10/７ 小野学区自主防災会「防災研修会」

コロナ感染のため防災訓練を研修会に縮小(人員制限) 大津北消防署 20名参加

2022/２/12 小野学区消防団員募集キャンペーン実施

今年度２回の実施。応募者はなく、自治会毎に個別交渉での勧誘による方法を考えるべきか。

2022/２/ 和邇消防分団小野班消防車・防災倉庫新設予算 市議会通過

新年度で小野小学校学校北東の向かいにある空地に建設される。

2022/３/17 危機防災課と地域防災の検討会

2022/３/ 共用車(青パト)購入を検討
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福祉・学び

(P６～７参照)

「小野小学校学校運営協議会」コミュニティスクール(住民参画型学校)
「志賀中学校協力者会議」 2022年度より「運営協議会」を開始

「比良山麓子ども会議」

「大津市立小中学校規模等適正化ビジョン基本方針について」(2016年2月29日更新)

http://www.city.otsu.lg.jp/material/files/group/57/kihonnhousinn.pdf 大津市HP

2016/ 1/17 大津市教育委員会 学校規模等適正化ビジョン説明会(住民意見)

http://www.city.otsu.lg.jp/material/files/group/57/0117.pdf 大津市HP

2016/12/26 「小野小学校の将来を考える懇談会」発足（住民団体）

2017/９/13 「小野小学校の将来を考える会」に改名

2017/10/17 「小野小学校学校運営協議会」準備会 発足（小野小学校）

旧「学校協力者会議」のメンバーを中心に校長をはじめ保護者や元校長、自治連合会（自治会）、

地域関係団体などで構成。地域住民として「こうであってほしい小野小学校」、その「子ども

像」を大切にし、地域住民が積極的に学校教育に参画して、小野小学校教職員とともに「魅力

ある小学校づくり」を目指す。

2019/１/18 「小野小学校の将来を考える会」組織変え（住民団体）

「小野小学校の将来を考える会(協議会)」は「小野小学校の存続を図る」活動を進めていく。

2020 新型コロナウイルス感染拡大のため児童との接触を避けるため直接的な教育協力はほぼ休

止状態を継続することになる。

取り組み例）お話し広場 / 読みきかせ / お米作り / サツマイモづくり / 裁縫・ミシン /

電動ノコ / 校区探検 / 花植え / グラウンド草引き / 昔遊び / 「ふれあい広場」 等々

小野小学校学校運営協議会 ①2021/６/７ ②2021/７/３ ③2022/１/21

３０以上の事業、延べ５００人以上の住民の参加を得、教育参加、協力しています。

朝日２丁目住民も多数の登録協力者がおられます。

2021年度もまたコロナウイルス感染拡大のため直接的な教育協力はほぼ休止状態を継続せざる

を得ませんでした。

志賀中学校協力者会議 ①2021/５/29 ②2021/10/18 ③2022/12/３

志賀南幼稚園協力者会議 ①2021/７/６ ②2021/12/14

教育理解、提言など会議だけでなく諸行事に可能な範囲で協力しています。志賀中学校後援会設

立に関与、協力しました。

「家族ふれ愛フェスタ・比良山麓こども会議」 2021/11/20 中止(各学校にて表彰式実施)

市民センター機能の見直し 支所機能・防災機能問題

2017/11/24 大津市 市民センター機能の見直し案を発表

2019/４/１ 大津市 支所の人員を強引に削減

この数年間で支所のあり方は改悪されました。３６学区自治連合会が強く反対、また、８０

％の市民が反対の意思表示をしていたにも関わらず。具体的には、和邇支所を北部（旧志賀町）

の中核支所とし一部業務を集中させて、他の３学区の取扱事務業務と人員を突然、強引に削減、

実施しました。しかも和迩支所の人的拡充もなく。

市民センターの防災機能のあり方について十分明らかにしないまま、性急な改変がなされた

のでした。おそらく、地域防災システムの構築を目指したとき、その禍痕が際立つに違いない

と考えます。実際「コミュニティセンター条例」が制定されて以来、大津市自治連合会におい

ても支所機能と防災機能の問題は話題にもならなくなりました。しかし今も私たちは防災機能

を市民センターの喫緊の課題として認識しています。「安心安全事業基金」のこの７年間の事

業もその一部を構成しています。「小野学区まちづくり協議会」の始動を待つまでもなく取り

組むべきですが、大津市全体に関わる内容であるため容易には進展しない難題であります。
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2021/４/１ 大津市 小野支所の職員 １名増員される

真野、真野北学区を含む地域住民の小野支所利用が多いため、臨時職員が１名増員されました。

私たちとしては次長の配置を望んでいる。

a 2021/８/－ 大津市 木戸支所の行政無線(基地局)放送機能の故障と廃止

旧志賀町の屋外無線放送は朝日緑地公園拡声子局及びスピーカーを含めて令和６年11月30日をも

って停止となると通知がある。理由は無線導入後27年経過しており、部品の入手が不可能となった

ため。これは、これまであった地域独自の緊急伝達手段の喪失を意味します。代替手段を危機・防

災対策課と相談しています。いまのところ良策はまだ見つかっていません。

2022/２/14 大津市危機・防災対策課との約定

緊急災害時に備えて地域防災、特に地域の特性を重視した具体的な対応策についてともに検討す

ることを確認しました。２月議会終了後、継続的に会議、検討を計画中です。

まちづくり

2018年度 「連絡協議会」再スタート

2019年度 「連絡協議会・自治連合会」 念願の事務局創設

2019/11/13 大津市議会「コミュニティセンター条例」可決

市議会での「コミュニティセンター条例」制定の経過は大津市政にとってかつてない昏迷を極めるも

のだったことは新聞報道で確認できます（2020年度の朝日２丁目自治会総会の「議案書」をご覧くださ

い。ＨＰにあります）。

新市長は「市民センターについては、支所機能を含めて維持していきたい。防災機能についても、市

民センターを地域の防災の拠点として維持していく」と明言。自治連合会として、また朝日２丁目自治

会としてしっかりと対処していきたいと考えています。

「連絡協議会」は自治連合会を中心にいて地域の関係団体が情報を交換、調整する組織がありました。

「事務局」を創設し、2020年度に意義のある活動をなしえたことは議案書に触れたとおりです。

「自治連を中心としながらその機能を、全住民及び関係団体との強い連携を新たな連絡協議会に組織

化し、発展的に強化する必要がある」ことを確認しました。（2020.10.30号「自治通信」）

2021/１/17 連絡協議会 2021年度より「小野学区まちづくり協議会設立準備会」発足を決議

(2020年度末を以て「連絡協議会」の解散を自動的に確定)

「小野学区まちづくり協議会設立準備会」発足

①2021/５/29 ②2021/７/３ ③2021/７/31 ④2021/８/28 ⑤2021/９/25 ⑥2021/10/23

⑦2021/11/27 ⑧2021/12/25 ⑦2022/１/29 ⑩2022/２/26 ⑪2022/３/26

「小野学区まちづくり協議会」設立準備に多大な議論と時間を費やし「設立計画書」を作成し、

大津市へ提出しました。さらに「小野コミュニティセンター」の委託事業の準備、「まちづくり

協議会」の中・長期的課題の検討を始め、喫緊の課題については直ちに取り組みを始めています。

2022/２/１付「小野学区まちづくり協議会」設立 認可される

2022/２/２ 「小野学区交通対策協議会」開催

発足予定の「まちづくり協議会」安心安全部会・自治連・関係団体は、喫緊の、国道４７７号

線の４車線化に伴う市道幹線１００９の一部（タイヤセレクト堅田ー国道４７７号線）の交通安

全対策、近隣学区との連携等について協議し、大津市及び北警察署との交渉(要望)開始を確認し

ました。

2022/２/１ 「小野学区まちづくり協議会」設立 認可される

2022/４/１ 「小野コミュニティセンター(現小野公民館)」の運営 委託業務開始(予定)

「小野学区まちづくり協議会」が大津市の委託を受けて運営業務を行います。平日、３名の臨

時職員が交代で詰めます。

2022/５/28 「小野学区まちづくり協議会」発足総会(予定)

(コミュニティセンター空調工事のため4/30を延期)
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環境・美化

2021/７/12 小野学区街路樹下の花壇整備に取り組む合意

各自治会、個人・団体の中で独自に判断して取り組むことを確認しました。年度内に殆どの街

路樹下に花が植えられました。

2021/８/３ 北部クリーンセンター環境調査会議

例年８月、年１回、北部クリーンセンターの環境調査の報告と質疑検討の会議があり、結果は

回覧しています。今年も特段の異常はありませんでした。

2022/３/31 「日映志賀」生ゴミ・廃油リサイクル事業終了

８月、突然「日映志賀」の生ゴミリサイクル事業が廃止されるという話が飛び込んできました。

私たちは急ぎ協議、対策を練り、まず９/11廃棄物減量推進課より説明を求め、要望書を提出。

10/５市長に会い直談判しました。

（小野学区要望） ・前市政のような後追いの市民への説明はやめて欲しい

・市民軽視の行政を改めて欲しい

（市長の回答骨子） ・生ごみの堆肥化は中止せざるを得ない

・代替案として提案や相談は丁寧に対応する

残念ながら評価できる回答はありませんでした。

10/７廃棄物減量推進課と協議し、事後の対応を確認し、10/９自治連合会として「生ごみ堆肥

事業」終了の受入を決定しました。生ゴミリサイクル事業の終了と併せて廃油のリサイクル事業

も終了します。１２年にわたるリサイクル事業はここに終わりました。

(今回の件は、地元の住民としては寝耳に水でしたが実は行政及び議員などの間では３年前に

決定済の自明の事案でした。市民に、それがきちんと知らされていなかった。)

空家空地対策事業 (主管：朝日2丁目自治会「美しくしよう会」)

2020/８ 自治連合会 空家空地対策事業の取り組み開始(本格的剪定は行わない)

2021年度、６件の除草(２件剪定を含む) を実施。

文化・伝統

2021/11/７ ４学区合同文化祭（舞台発表の部）

2021/11/13・14 小野文化祭（展示の部）

2021/11/３ 妹子まつり協賛「歴史講座と歴史散歩」

(わがまちづくり市民運動推進事業) 中止

志賀４学区 ともに…

2021/７/ー 大津志賀花火大会 中止

2022/９/13 北部４学区要望 要望書起案（JR小野駅）

ホームの拡幅と防風壁設置を要望しつづけています。

JR西日本の回答 １月18日ＪＲ西日本訪問 市建設部長帯同

小野駅ホーム拡幅・暴風雨壁面要望 ⇒ 具体的回答なし

４年前の前向きの回答とは異なるものでした。

2021/11/７ ４学区合同文化祭（舞台発表の部）

2021/11/20 「家族ふれ愛フェスタ・比良山麓こども会議」 中止(各学校にて表彰式実施)
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２０２１年度会計報告
（２０２１年３月１日～２０２２年３月３日)
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場 所

シイタケ菌打ち

2021.4.12

いも掘り 2021.9.19
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２０２２年度 班長・役員(専門委員)名簿(案)

◯ は理事もしくはチーフを示す

班 なまえ 住所 役 職

13 内田 成康 会 長

６ 徳岡 厚 事 務 局 長 (副会長)

１１ 高見 俊夫 事 務 局 員 (会 計)

１ 森田 佳子 ◯ 庶務

２ 森田 与子 ◯ 福祉 社協･青少年

３ 中嶋友希代 ◯ 環境

４ 杉浦 雅美 ◯ 福祉 社協･人権

５ 吉田 悟 環境

６ 楮谷 昇 安全 防災・交通

７ 今村 行男 ◯ 体育

８ 森下富士夫 安全 防犯・交通

９ 岡本 都子 環境

１０ 山本奈保子 ◯ ◯ 福祉 青少年・人権

１１ 松澤千恵子 ◯ 体育

１２ 塩見美千代 庶務

１３ 野々口幸枝 体育

１４ 志村 恭子 体育

１５ 藤森多恵子 安全 防犯・防災

１６ 古川 哲郎 ◯ 安全 防犯・交通

役職または名称 氏 名 住 所 班 備 考

会計監査 靏池 明良 9 ２０２１ 年度 会計
会計監査

渡邊 尚美 8

他の委員など 子ども安全リーダー 堀内 裕司 15

渡邊 尚美 8
民生委員・児童委員

靏池 明良 9

小林 修 6 防災士
消防団員

平田 久典 14
いきいきサロン

会 長 山田 利治 1

庶 務 井上 洋一 11

会 計 渡邊 尚美 8
子ども会

会 長 山口仁志奈 15 080-5773-2474

庶 務 志村 恭子 14

会 計 竹上 佳子 16

育成協議会役員 横田 明子 8
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安心安全で ふれあいのある 美しい町

２０２２年度活動方針(案)

１。防災・防火の組織や設備を計画的に充実させます。

・消火器の更新や防災備品の充実を図ります。

・防犯の一助として防犯灯増設の希望を募り、設置を図ります。

・災害時における自助・近助・共助のシステムづくりと充実を図ります。

２。住民の交流をすすめます。

・楽しい「夏祭り」をめざします。

・楽しい「体育祭」をめざします。

・楽しい「敬老の日のつどい」をめざします。

・住民の集会所利用の促進をめざします。

３。環境の保全、美化と緑化に努めます。

・「美しくしよう会」の活動を促進します。

・ペット飼育のマナー向上を促進します。

・野良猫を増やさない取り組みを模索します。

４。その他

・「まちづくり協議会」設立との充実に協力します。

・高齢化に伴う自治会活動における対策を図ります。

・自治会加入促進に取り組みます。

・苦情問題の速やかな対応策を講じます。

・住民の要望を行政や諸団体に通じ、実現に努めます。

・住民情報紙(広報)「つどい」を通して町内の情況を知らせます。

・北部４学区、小野学区連絡協議会、自治連合会、小野学区社会福祉協議会など

関係団体との連携、協働を図ります。

・３月２６日（日） 第１３回「小野朝日里山公園(仮称)植樹祭」を実施します。

・その他

２０２２年度の主な予定
－ 変更がありえます －

２０２２年 ６月２６日（日） 一斉清掃 (予備日７月３日)

７月３０日（土） 朝日２丁目夏祭り (雨天のとき一部中止)

９月１１日（日） 「敬老の日」のつどい

１０月 ９日（日） 小野学区体育祭

１１月 ３日 (祝・木) 小野妹子祭

１０月３０日 (日) 小野学区自主防災訓練

２０２３年 ２月 ４日（土） 朝日2丁目 第３回「未来会議」

３月２５日（土） 朝日2丁目自治会 総会

３月２６日（日） 第1３回「朝日２丁目植樹祭」
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２０２２年度会計予算（案）
（２０２２年３月１日～２０２２年２月２８日）

収入の部

科 目 前年度決算額 予 算 額 備 考

１ 前年度繰越金 １６１，８９０ ２６９，２１９ 普通預金２６９，２１９円 現金 0円

２ 自治会費 １，２５２，８００ １，２９６，０００ 2 7 0×＠ 4 0 0 ×12

３ 入会金・会費 ４５，６００ ９，０００ ＠３000円

４ 自治会基金 ０ ０ 京阪より ＠10,0 0 0×軒数

５ 補助金 ２１６，３００ ２１６，３００ 自治会報奨金

６ 預金利息 ８ １１

７ 雑収入 ５９，３３５ ４０，０００ 日赤事務費など

合 計 １，７３５，９３３ １，８３０，５３０

支出の部

科 目 前年度決算額 予 算 額 備 考

８ 公課賦課金 １４８，５００ １４８，５００ 自治連合会費 体育協会費

９ 慶弔費 ３０，０００ ５０，０００ 出産祝い金など

10 助成金 １００，０００ １００，０００ いきいきサロン５万円 子ども会５万円

11 行事費 夏祭り １７０，９４０ ２００，０００

12 体育祭 ０ １００，０００

13 敬老の日 ８５，８４０ １００，０００ お祝品 (赤飯)・イベント経費など

14 集会所管理費 １７７，１３３ ２００，０００ A E D・電気・ガス・水道料金など

15 活動費事務局 ９９，５４６ １１０，０００ 印刷 用紙 コピー ファイルホルダーなど

16 庶務 ６，２７０ １０，０００ 蛍光灯など

17 環境 ８５６ ５，０００ 清掃用具 など

18 集会所・衛生 ０ ５，０００ エタノールなど

19 安全 ０ ２，０００ 防災無線電波使用料

20 体育 ０ ２０，０００

21 福祉 ０ ２，０００

22 美しくしよう会 ４４，９１９ ５０，０００ 混合ガソリンチプソー苗木肥料など

23 報償会議費 ０ ４０，０００

24 保険 １２６，６１０ ５９，１９０ 自治会活動保険(火災保険は３年後)

25 予備費 ０ ４４，０００

26 雑費 ２６，１００ ３０，０００

27 特別会計積立金 ４５０，０００ ４００，０００

28 合計 １，７３５，９３３ １，８３０，５３０

29 次年度繰越金 ２６９，２１９ １５４，８４０
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朝 日 二 丁 目 自 治 会

会 則

【 名 称 】

第１条 本会は、朝日二丁目自治会〔以下「本会」という〕と称する。

【 目 的 】

第２条 本会は、町内会員相互の親睦と福祉の向上を図り、自治の振興を期する。

【 構 成 】

第３条 本会は、朝日二丁目内に居住する会員及び会友(自治会活動協力者)をもって構成す

る。

【 事 業 】

第４条 本会は、第２条の目的を達成するため次の事業を行う。

（1）会員の福祉厚生に関すること。

（2）青少年の育成、体育の振興、教育および娯楽に関すること。

（3）県行政、市行政および学区の運営行事への参画に関すること。

（4）本会所在地における自治に関すること。

（5）本会共有施設および共有財産の維持管理に関すること。

（6）環境衛生および防災、防犯など環境整備に関すること。

（7）自主防災に関すること。

（8）会員の慶弔に関すること。

（9）その他、本会の目的達成に必要な事項。

【 役 員 ・ 監 査 】

第５条 本会は、次のとおり役員および監査を置く。

（1）役員 イ．会長 １名

ロ．事務局長(副会長) １名

ハ．事務局員 若干名

ニ．班長〔専門委員〕 各班より１名

（2）監査 会計監査 ２名

【 職 務 】

第６条

（1）会長は、本会を代表し会務を統轄する。

（2）事務局長は、会長を補佐し、会の経理、記録、広報などを処理する。

会長に事故のあるときは会長の職務を代行する。

（3）事務局員は、事務局長の職務を分担し、補佐する。

事務局長に事故のあるときは、その職務を代行する。

（4）班長は、班内の会員を代表し、役員会に参画するとともに、職務を遂行する。



- 23 -

また、第7条にあげる専門委員の職務を分担する。

（5）会計監査は、本会の経理を監査する。

【 専 門 委 員 】

第７条 本会は、第5条（１）および第6条（４）により、次の専門委員を設る。

（1）体育委員 会員の体育文化の向上に努め、これらの行事に関する事項を担当する。

（2）環境委員 会員の環境衛生及び集会所の維持管理に関する事項を担当する。

（3）安全委員 会員の防災防火、防犯及び交通安全に関する事項を担当する。

（4）福祉委員 会員の福祉の向上に努め、これらの行事に関する事項を担当する。

（5）庶務 班長・専門委員が職務を遂行するための雑務を補佐する。

（6）対策委員 特別な問題が発生したとき、それに関する事項を担当する。

【 役 員 ・ 委 員 の 選 出 】

第８条 役員および監査は次により選出し、年度ごとに改選する。

（1）会長は公選とする。立候補者がないときには、班長の互選により選出する。再選を妨

げないものとする。

（2）事務局長・事務局員は、会長の推薦により、役員会の承認を得るものとする。

（3）班長は各班ごとに会員により選出する。

（4）専門委員は班長の互選によって選出する。

（5）特別な問題が発生したとき、会員より対策委員を選出することができる。

（6）会計監査は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。但し、役員との重任はできない

ものとする。

【 会 議 】

第９条

1. 本会の会議は、総会および役員会とする。

2. 総会は、定期総会を毎年３月末に開催するほか、必要に応じて臨時総会を開くことが

出来る。総会の招集は会長が行う。

3. 臨時総会は、会長が必要と認めたほか、全会員の4分の1以上から、会議の目的である

事項を示し、開催請求のあったときは会議を招集しなければならない。

4. 役員会は、会長、事務局長、事務局員、班長(専門委員)により構成する。

5. 役員会は、必要に応じて会長が召集して開催する。

【 総 会 】

第10条 総会は本会の最高決議機関であって、決議、承認する事項は次のとおりとする。

（1）本会則の改廃

（2）自治会費の金額の決定または変更

（3）毎年度の収支決算および予算の決定または変更

（4）活動方針および事業計画の決定

（5）役員および監査の承認

（6）その他会員の共同利益に関わる基本的事項および重要な事項

【 総 会 の 成 立 】

第11条

1. 総会は会員総数の2分の1以上の出席〔委任状を含む〕により成立する。

2. 総会の議決は出席者の過半数で決する。賛否同数の場合は議長がこれを決するものと
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する。

3. 総会の議決事項については議事録を作成し、議長がこれに署名捺印し会長が保管する。

会員の請求があったときには、これを閲覧させなければならない。

【 書 面 に よ る 決 議 】

第12条 会長は、招集するいとまがないと認めたときは、総会の議案について書面により、

これを決することができる。

【 役 員 会 】

第13条

1. 役員会は、総会の議決または本会則に基づく自治活動業務の執行について必要な事項

を決定するものとする。

2. 役員会は、役員の２分の1以上の出席により成立し、３分の2以上で決する。

【 会 計 】

第14条 本会の会計は一般会計および特別会計とし、必要な経費は自治会費ならびにその他

の収入をもってこれに充てる

（1）一般会計は本会の運営および事業に関する会計とする。

（2）特別会計は集会所の修繕および改善に関する積立を目的とした会計とする。

（3）特別会計については、別に細則を定める。

【 会 費 ・ 入 会 金 】

第15条

1. 自治会費は原則として、月額400円とする。

2. 途中入居者は入会金３，０００円と、入居月より自治会費を納入する。

【 会 計 年 度 】

第16条 本会の会計年度は、毎年３月1日から翌年2月末日とする。

【 外 郭 団 体 】

第17条 本会は、第2条の目的達成のため、外郭団体を置くことができる。

（1）外郭団体については、別に細則を定める。

【 細 則 】

第18条 本会則についての細則は、総会の議決を経て定めるものとする。但し、軽微な事項

については、役員会で決定し事後の総会で承認を受けるものとする。

【付則】 1 慶弔および集会所の運営については、別に細則を定める。

2 この会則の改廃は、総会において２分の1以上の同意を得なければならない。

3 本会則は2006年4月1日より施行する。

4 2012年3月17日 一部改正

5 2019年3月26日 一部改正
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特別会計細則

第１条 本会計は、一般会計からの繰入金により運営する。

第２条 繰入金の額は1年につき会員一世帯当たり千円以上とし、役員会で決定する。

第３条 繰入金は毎会計年度末に繰入れるものとする。

第４条 本会計からの支出は、会則第14条（2）の目的に従い、役員会で決定する。

第５条 本細則は2006年4月1日より実施する。

第６条 本細則の改正は役員会で決定する。

慶弔金に関する細則

第１条 会員および家族〔朝日二丁目に居住している場合に限る〕が死亡した場合は、現金

一万円を供える。

第２条 会員および家族〔朝日二丁目に居住している場合に限る〕の出産祝金については、

現金一万円とする。

第３条 本細則は2006年4月1日より実施する。

第４条 本細則の改正は役員会で決定する。

申し合わせ事項
班長の選出に当たっては、高齢(およそ７５歳以上)や健康上の理由、仕事の都合などでどう

しても班長の仕事ができない方については班内で相談の上、班長の順番を変更したり、班長の

役を免除したりできます。班内の十分な理解を得て、決定して下さい。
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